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再認定意向申出書

　　年　月　日付けで認定のあった改善措置計画の計画終了日時点で群馬県改善措置計画認定事務取扱要領別表１の認定基準を下記のとおり満たす見込みのため、継続して改善措置計画の認定を希望します。

記
	項目
	認定基準
	該当

	１）
	林業従事者を３人以上雇用していること。
注１）3人以上の林業従事者は全て「期間の定めのない雇用従事者」であること。
注２）林業従事者とは、申請前年次（会計年度）の林業労働の従事日数が110日以上の者とし、事業主及び役員は含まないものとする。
注３）林業労働災害等により年間（会計年度）の林業労働の従事日数が110日未満の場合については、前々年次（会計年度）の実績で判断するものとする。
注４）申請年次（会計年度）に「期間の定めのない雇用従事者」として新規に採用になった者は注２及び注３の限りではない。
	□

	２）
	法第30条第1項及び第31条の努力義務が履行されていること。
注１）「雇用管理者」を選任し、従事者の募集・採用・教育訓練等に係る業務を行っていること。
注２）「雇用に関する文書」を従事者に交付していること
	□

	３）
	林業従事者の人数にかかわらず、労基法第89条の「就業規則」が作成されていること。
	□

	４）
	林業従事者は、「労働保険（労災保険・雇用保険）」及び「社会保険（健康保険・厚生年金保険）」に加入していること。
注１）林業従事者は、労災保険法第3条に基づき、「労災保険」に加入していること。
注２）林業従事者は、雇用保険法第5条に基づき、「雇用保険」に加入していること。
注３）林業従事者は、健康保険法に基づき、「健康保険」に加入していること。
注４）林業従事者は、厚生年金法に基づき「厚生年金保険」に加入していること。
	□

	５）
	林業従事者は、中小企業退職金共済法に基づく退職金制度等に加入していること。
注）独自の退職金制度として、事業主が費用負担を行い、林業従事者を被保険者として加入する生命保険等も含まれるものとする。
	□

	６）
	改善措置計画の内容が、事業実績が適切に反映された計画であること。なお、適切に反映された計画とは、事業量、雇用量、従事者数、採用計画、決算報告書等から総合的に判断する。
	□

	７）
	改善項目のうち、「雇用の安定化」、「労働条件の改善」、「労働安全の確保」、「教育訓練の充実」、「事業量の安定的確保」、「生産性の向上」については必ず取り組むこと。
	□


※認定基準を満たしている（満たす見込みがある場合）は、該当の□にチェックすること。
